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１．要 旨 

   火災による死者の割合が高い６５歳以上の高齢者のみ世帯（約１２,０００世帯）を対

象に、火災の早期発見に資する住宅用火災警報器の交換及び取付費に関する補助事業を行

うため、必要な事項を定めるものである。 

 

 （１）制定する要綱   

   令和６年度東大和市住宅用火災警報器設置費補助金交付要綱 

   【補助金額】 １世帯あたり５千円 

   【予 算 額】 ５千円×２００世帯＝１,０００千円 

  

（２）施行日 

   市長決裁後、令和６年８月１日より施行する。 

 

 （３）影響及び効果 

   高齢者のみ世帯における火災の早期発見、被害の軽減が図られる。 

 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

  

  令和６年３月２１日 令和６年度当初予算 議決 

 

  令和６年７月１６日  市内事業協力店舗７社（電気工事・消火設備・家電機器等の登録店） 

確定 

 ３．留意事項（問題点等） 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

   

庁議終了後、速やかに起案処理し、関係部課と連携し周知したい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


